
 

　　　　　 旭区長改革マニフェスト
            （旭区改革実施方針）

 

            　平成２０年４月更新
　



　　　　市政改革マニフェストの８７項目を受けた
　　　　旭区の具体的取組



旭区長改革マニフェスト(旭区改革実施方針)　　①マネジメント改革

大　項　目 課　　　題 ページ 具体的取組み ページ

１ 身の丈に合わせた経常経費の圧縮 1 ① 経常経費の２割削減（当面５年間で９００億円の削減） 2

① 新規事業から維持管理への公共事業の転換

② 民間企業やNPO等の活用

③ 需給予測・コスト計算の精査による質・規模の見直し

④ 公募型競争入札等によるコストの圧縮

① 特別会計・一般会計の区分の見直し

② 特別会計管理システムの確立

③ 一般会計からの繰出しの見直し

Ⅰ 財務リストラクチャリング ④ 国民健康保険事業会計等の健全化

② 臨時財政対策債の使途の財政健全化への限定

５ 戦略的不良債権処理の体制構築 ① 総合的な財務リスク管理体制の構築

① 未収額の圧縮に向けた取組の強化 5

② 効率的で強力な賦課徴収体制の整備と運営

③ 受益と負担の関係の適正化

④ 新たな収入源の模索 8

① 利用者制限の緩和

１ 施設の利用率の向上 ② 一元的な利用案内情報の提供

Ⅱ 資産の流動化 ③ 利用率の向上 12

① 面積当り経費の削減

② 統廃合

① 未利用地の処分

② 転活用の徹底

３ 特別会計の改革

2　施設の活用の見直し

３ 土地の有効活用の促進

2　新手法による投資的経費の追加的圧縮

４ 公債発行の削減（一般会計）

６ 歳入確保策

11

4

① ５年間で公債発行水準を８００億円まで削減（除く臨
時財政対策債等）



大　項　目 課　　　題 ページ 具体的取組み ページ

① 委託料・出資の見直し

Ⅲ グループ経営の質的向上 １ 大阪市の関与の見直し ② 法人形態の見直し

　　（監理団体及び関連団体） ③ 組織運営体制の見直し

① 職員採用の凍結。当面５年間で５,０００人を超える職員数を削減

② 共通管理業務の集約及び民間への業務委託

③ 監理団体派遣職員の大幅な引きあげ

Ⅳ 人材マネジメントの再構築 ④ ５０歳からの早期退職者制度の導入

① 職員の職種職域を転換（職員の多能工化）し人事異動を拡大

２ 人材の弾力的運用 ② 勤務形態の多様化

③ 局部長ポスト等経営層や専門的分野への外部人材の登用、庁内公募の拡大

① 共通管理業務の集約

② 局・区における業務プロセスの改善 14

２ 事業の経営形態の見直し ① 民営化・独立法人化など経営形態の見直し

３ アウトソーシング（外部資源の活用）・民間委託の推進 16 ① 事務事業全般にわたる民間委託等の推進 17

Ⅴ 組織の生産性の向上 ① 他の法人（大阪府等）との連携

② 市政全般への民間企業等との協働の推進

③ 市民・地域団体との健全な協働の推進 22

① 局・区経営方針と連動した行政評価 29

② 第三者委員会による独立した包括的評価体制の確立

① 職務給（職務と責任に応じた給料）の原則の徹底（級別

　　標準職務・昇給基準の見直し

１ 勤務実績の給与への反映 ② 新たな人事評価に基づく勤勉手当成績率の導入と昇給

Ⅵ 職員の生産性の向上 　　制度の構築（査定昇給の導入）

③ 特殊勤務手当及び給料の調整額の抜本的見直し

２ 職員の資質向上のための柔軟か ① 希望降任制度の実施

　 つ厳格な制度の導入 ② 人事評価制度に基づく分限降任等の仕組みのルール化

４ 官民協働（パブリック・プライベート・
パートナーシップ＝ＰＰＰ）の推進

18

５ 恒常的評価体制の構築 28

１ 職員数の削減

１ 業務プロセスの改善 13



旭区長改革マニフェスト(旭区改革実施方針)　　②コンプライアンス改革

大　項　目 課　　　題 ページ 具体的取組み ページ

① 内部統制システムの確立 32

１ 公正確保のしくみづくり ② 外部監視制度の構築

③ 入札制度（電子入札）の改革

Ⅰ 透明性の確保 ① 情報公開制度の原則公開運用の定着

２ 情報公開の徹底 ② 積極的に情報開示していく行政運営スタイルの転換

③ 監理団体・関連団体の情報公開の徹底

① 公会計制度の抜本的見直し

② 予算・決算情報のきめ細かな開示

① 安全管理に関する全庁的な取組み体制の確立 36

1 「安全の確保」 ② 多発する交通事故の削減に向けた対策の導入

③ 市民利用施設における事故の削減に向けた対策の導入

Ⅱ 社会責任の遂行 ① 大阪市自らが率先した環境保全行動の強化 38

② 環境関連計画の推進

① 市が保有している個人情報の必要性の再チェック 40

３ 個人情報の保護 ② 委託先業者が保有する個人情報の保護対策 41

③ 市職員自身の個人情報保護 42

① 職場改善運動の展開 44

Ⅲ 職員の自立・自主管理 １ 自主的改革・改善の基盤整備 ② 新しい職員提案制度の作り直し

③ 大阪市職員行動指針の策定

３ 財務情報の開示

35

39

２ 環境への配慮 37

43

34

31

33



旭区長改革マニフェスト(旭区改革実施方針)　　③ガバナンス改革

大　項　目 課　　　題 ページ 具体的取組み ページ

① 資源の集中管理体制の確立

１ トップマネジメント機能の強化 ② 実効性ある市長の経営補佐機能の確立

Ⅰ 経営体制の再構築 ③ 横断的課題への対応

① 市長に対する局長・区長の責任の明確化 46

② 局・区経営方針と評価システムの確立 46

① 内部の組織構造の見直し

② 監理団体のガバナンスの再構築

① 区長への権限の移譲（予算・人事）

Ⅱ 区政改革 ② 政策形成の強化、機能の拡大・充実 49

① 新たな業務単位の検討 55

２ 地域に応じた業務の再構築 ② 地域活動のプラットフォームの形成と活動支援 56

③ 区役所の独自取組みの推進 62

① 能力と実績に基づく新人事評価制度の導入

② 実績評価への目標管理制度の本格的実施

Ⅲ 人材育成 ２ キャリア（職歴提示）開発の仕組みの構築 ① 課長級以下職員のキャリア（職歴提示）開発制度の導入

① 外部人材を活用した職員研修の見直し

② キャリア（職歴提示）開発と研修の連動化

１ 予算編成過程 ① 予算編成過程の公開等

２ 審議会や第三者委員会のあり方の見直し ①　審議会や第三者委員会のあり方の 見直しと情報公開

１ 組合との関係の見直し ① 組合との関係の明確化

２ 市民からの信頼の獲得 ① 組合との交渉・協議結果の情報公開の徹底

Ⅳ 政策形成過程の高度化

Ⅴ 健全な労使関係の構築

53

１ 能力・実績に基づく人事管理の推進

３  研修制度の見直し

２ 局と局長・区と区長の位置づけと責任の明確化 45

３ 組織の再構築

１ 区の自立経営 48

77 78



課

題

【現状】 【これまでの取り組み】

【何が問題か】 【今後の取組み課題】
・　民間委託化可能な事務について
　　　○証明書発行事務について
　　　　　　　　定形、大量事務の端末操作が主な作業で職員でなくても可能
　　　　　　　　な作業である。
　　　○窓口案内業務について
　　　　　　　　民間のノウハウを活かせる業務である。
・　公用車の廃止について
　　　運転者が限定されており、休暇である場合は使用できないなど、稼働率が
　　　きわめて低調である。
　　　　　　稼働率：走行距離　　月平均４００キロ（平成17年度4月から7月）
　　　　　　　　　　 ：稼動時間　  月平均  ６０時間（　　　同上　　　　　　　　）
・　経費の節減について
　　　市民対応職場においては、昼休み時間の不要な照明の消灯ができない。
　　　室温が均一化していないため、冷暖房温度（夏期２８℃、冬期２０℃）設定
　　　を行うと、市民サービスの低下につながる。

①　経常経費の削減

　（１）　民間委託等の検討･実施

　（２）　公用車の廃止（全市方針に従う）

　（３）　経費の節減
            区の経常経費（区まちづくり推進費：区予算が創設された平成19年度以
降
         に局から移管された事業）について、大阪市全体の方針であるマニフェスト
         期間中（Ｈ18年度～22年度）の2割削減の目標に沿って取り組む。

様式①
現状と課題

大
項
目

１身の丈に合せた経常経費の圧縮

２新手法による投資的経費の追加的圧縮

６歳入確保策

①経常経費の2割削減マネジメント改革 Ⅰ財務リストラクチャリング

  次の項目を見直すことにより，経常経費の削減ができる。
・　民間委託化の可能な事務
　　　○証明書発行の大量、定形事務
　　　　　　　　税務課の納税証明書等の発行事務
　　　　　　　　1名の職員と再任用職員1名が住民情報課のフロアで発行して
         　　　　いる。
　　　　　　　　住民情報課の証明書発行事務
　　　　　　　　住民情報課の窓口で住民票写し、印鑑登録証明書等の発行
  　　○ＯＢ職員による窓口案内業務
・　公用車の廃止
　　　○公用車の稼動状況が低調である。
・　経費の節減
　　　○事務の効率化と省エネルギー対策の推進

・　税証明発行専用窓口の設置当初は、納税管理係の職員２名がローテーション
で対応していたが、平成１６年４月から、その内１名を再任用職員化した。

・　住民情報課の証明書発行等については、他の戸籍の届出と同じ窓口で受付け
ていることから、証明書等の発行事務で時間を要する場合は、係員を増員して対
応している。
　
・窓口案内員１名を再雇用した。（本市ＯＢ職員）

・　公用車の利用拡大については、課長会を中心に呼びかけてきた。また、各種行
事等で公用車の空き状況を報告し、利用の拡大を求めてきた。

・　昼休み時間や時間外勤務時等の不要な照明の消灯や未使用ＯＡ機器の電源
を切るなど、きめ細やかな節約に努めてきた。

具
体
的
取
組

３特別会計の改革
４公債発行の削減
５戦略的不良債権処理の体制構築

市政改革マニフェストの87項目を受けた区の具体的取組　　　旭区 1



課

題

【具体的取り組み】

《スケジュール》

　（１）　　予算等条件が整い次第実施

マネジメント改革 Ⅰ財務リストラクチャリング

２新手法による投資的経費の追加的圧縮

３特別会計の改革
４公債発行の削減
５戦略的不良債権処理の体制構築

様式②
具体的取組み

大
項
目

１身の丈に合せた経常経費の圧縮

①経常経費の2割削減

６歳入確保策

具
体
的
取
組

　（1）民間委託等の検討･実施

・　税務課及び住民情報課の証明発行窓口業務について、H18.7施行の公共サービス改革法に沿った民間委託を行うことにより、職員の減が可能となる。
・　住民情報課では、証明書発行窓口と届出受付窓口を分けて設置することにより、証明書発行時間が短縮できるなどの効果が見込まれる。

             参考
　　　　　　　　　証明書等発行件数    （平成16年度）　　　　（平成１７年度）    　 　　  （平成18年度）
　
　　　　　　　　　　　　　税務課　　　　　　　22,673件　　　　　　　　　22,177件　　　　　　　　22,974件
　　　　　　　　　　　　　住民情報課　　　 101,291件　　　　　　　　112,904件     　　  　　 105,894件

・　窓口案内の民間委託化　　　平成19年4月完了
　　サービス業の経験のある民間の派遣職員による窓口業務を行うことにより、経費の削減と、区民サービスの向上を図る。また、区役所職員に対しても
　　接客対応の見本となり職員の意識向上が期待できる。

  １９年４月完了

市政改革マニフェストの87項目を受けた区の具体的取組　　　旭区 2



課

題

【具体的取り組み】

　

《スケジュール》

〈参考〉区の経常経費（区まちづくり推進費）の説明

２新手法による投資的経費の追加的圧縮
大
項
目

１身の丈に合せた経常経費の圧縮

３特別会計の改革
４公債発行の削減
５戦略的不良債権処理の体制構築

様式②
具体的取組み

①経常経費の2割削減マネジメント改革 Ⅰ財務リストラクチャリング

削減額（A）

６歳入確保策

具
体
的
取
組

― ―

　地域課題解決に向けた取組を進め、「区民との協働による明るく暮らしやすいまちづくり」を推進している。

平成17　予算 平成20　予算

― 10

・20年度においては、この重点政策予算枠を活用した事業として、「翔ばたけ、旭区ブランド」事業、自助・共助を基本とする地域防災対策体制
　7事業を実施する。

36%その他局からの移管予算 179 166 13 36

3

・平成19年度に創設されたく予算は、局からの移管予算と「重点政策予算枠」を活用した事業予算とで構成されている。
・「平成17予算」欄の数字は、「平成20予算」欄に記載されている金額の平成17年度相当分である。
・平成19年3月策定の「区政改革基本方針」に基づき、旭区においては、「重点政策予算枠を積極的に活用し、区民とともに区の魅力の向上と

（単位：百万円）

削減目標額（B） 達成率（A/B）

―
「重点政策予算枠」を活用した事業予

算

削減目標（Ｂ） 達成率（Ａ/Ｂ） 残目標額（Ｂ－Ａ）削減額（Ａ）

（２）　公用車の廃止
　・　　公用車を廃止する。
　・　　併せて自動車運転手の今後の業務のあり方についても検討する。
　・　　事務用車の廃止に伴い、車が必要な場合は、代替措置としてタクシーの利用を検討する。
　　　　　　以上の結果、車の維持、管理費、運転手の人件費が削減できる。

（３）　経費の節減
　・　　超過勤務手当縮減に向けた取り組みを１７年度から具体的に実施し、１７年度は経常業務全般にわたり、個々の業務ごとにできる限り効率化、簡素化
　　　に努め取り組むこととした。
　　　　１８年度は、引き続き具体縮減に向けた取り組みを行い、前年度比５％の節減に取り組む。
　・　　環境ＩＳＯの省エネルギー対策を徹底し、電気、都市ガス、その他燃料のエネルギー使用量や水道使用量を、基準年度(平成１６年度)値より２％節減
　　　に努める。
　・　　ＩＴ化による電子決裁・電子回覧や、両面コピーの徹底、資料作成の最小限化などによりコピー用紙等の使用量の節減に努める。
　・　　区の経常経費（区まちづくり推進費：区予算が創設された平成19年度以降に局から移管された事業）について、大阪市全体
　　　の方針であるマニフェスト期間中（Ｈ18年度～22年度）の2割削減の目標に沿って取り組む。

（単位：百万円）

　　（２）　平成１８年度中に実施
　　（３）　平成１８年度から実施

平成17予算

179

平成20予算

176 36 8% 33

１８年３月完了

２０年２月修正案

市政改革マニフェストの87項目を受けた区の具体的取組　　　旭区 3



課

題

【現状】 【これまでの取り組み】

【何が問題か】 【今後の取組み課題】

様式①
現状と課題

④新たな収入源の模索

②効率的で強力な賦課徴収体制の整備と運営
③受益と負担の関係の適正化

①未収額圧縮に向けた取組の強化具
体
的
取
組６歳入確保策

①　未収額の圧縮に向けた取組みの強化
　　（市税収入、国保保険料）

市税収入関係
・景気動向を反映して、滞納件数が増加しており、より効率的・効果的な滞納整
理が求められている。
　　　平成14年度　26,934件、平成15年度　27,290件、平成16年度　29,534件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（数値は、全税目の期別件数）
国保保険料関係
・住民税非課税世帯の増加に伴い､中間所得者層の保険料負担が過重になっ
ている。
・住民異動が激しく､被保険者の動向が把握しにくい。
・核家族化の進行による昼間不在世帯の増加
・長引く景気の低迷による倒産
・リストラ等により、社会保険を離脱し国保に加入する世帯の増加。

　未収額については次のものがあります。
・市税収入については財政状況が厳しいおり、市政運営の根幹である市税収入の確
保が重要となっている。税を取り巻く環境が厳しい中で、調定額が年々減少し、収納
率も低水準で推移している。
 　平成16年度調定額　10,501,955千円　　　収入歩合　92.2％
　
・国保保険料については、被保険者が高齢者や低所得者が多く、非課税世帯が毎
年増加し、6割強を占める状況にある。4割弱の課税世帯で賦課総額の４６％を占め
る所得割保険料を負担しているため、中間所得者層の保険料負担が過重になって
おり、保険料収納率にも影響が出ている。当区の保険料収納率は平成１６年度決算
で８７．４０％となっており､年々低下している。（全市平均は８３．９１％）

・その他、主な未収額としては、災害援護資金　　　　　　　　　 736千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国民健康保険返還金　　　　 922千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生活保護費返還金関係　15,100千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児童福祉施設費用徴収金 1,189千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１号被保険者介護保険料 29,433千円
                                                                                     　     等があります。

市税収入関係
・「旭区収納事務運営方針」を策定し、収納対策を実施
・組織的な機能分担型処理段階別滞納整理の推進
・当年度分の収入歩合及び差押決議件数について、数値目標を定め、滞納整理
を推進
・税負担の公平・納税秩序の維持を図るため、厳正な滞納処分の執行

国保保険料関係
・安定的な保険料収入を確保するために、保険料の口座振替納付の勧奨（とくに
新規国保加入世帯に対する）を行ってきた。
・低所得によって、減免が可能な世帯に対する減免申請の勧奨。
・納付困難な世帯に対する納付相談、納付計画の実施。
・嘱託徴収員制度の運用による早期収納対策。
・特別徴収対策による、昼間不在世帯に対する夜間
・休日の訪問・電話督励。

マネジメント改革 Ⅰ財務リストラクチャリング

２新手法による投資的経費の追加的圧縮

３特別会計の改革
４公債発行の削減
５戦略的不良債権処理の体制構築

大
項
目

１身の丈に合せた経常経費の圧縮

市政改革マニフェストの87項目を受けた区の具体的取組　　　旭区 4



課

題

【具体的取り組み】
①　未収額の圧縮に向けた取組みの強化
（1）　市税収入の確保に向けた取組みの強化

　　・　区長を部会長とする「旭区市税収納対策部会」を開催し、時期に応じた収納対策を策定し、滞納整理を促進する。

　　・　数値目標の設定とその実現（平成 １８年度）
　 ・当年度分収入歩合について、前年度を０．２５％上回ることを目標とする。

･差押決議件数について、３１５件を目標とする。

　　・　収納対策強化月間（12月、3月、5月）には、夜間徴収（督励）や休日訪問徴収を実施し、市税収入の確保を図る。
431件 582件
363件 497件
452件 377件

　　・　現年課税分の年度内収入を図るため、納税担当者全員による現年課税滞納分一斉訪問徴収の取組み（2月）

《スケジュール》

平成19年10月9日付　　市税事務所へ移行

様式②
具体的取組み

大
項
目

１身の丈に合せた経常経費の圧縮
具
体
的
取
組

①未収額圧縮に向けた取組の強化

②効率的で強力な賦課徴収体制の整備と運営

③受益と負担の関係の適正化

④新たな収入源の模索
６歳入確保策

マネジメント改革 Ⅰ財務リストラクチャリング

２新手法による投資的経費の追加的圧縮

３特別会計の改革
４公債発行の削減
５戦略的不良債権処理の体制構築

（参考）実績 平成15年度 収入歩合97.64％ 対前年度比　　０．２４％ＵＰ

参考)休日訪問実績 平成16年12月11日

（参考）実績 平成15年度
平成16年度

平成16年度 収入歩合97.69％ 対前年度比　　０．０５％ＵＰ

２４２件（目標３２８件）

平成17年度 収入歩合97.82％ 対前年度比　　０．１３％ＵＰ

平成17年12月10日
平成17年  3月12日 平成18年  3月11日

１８０件（目標１６２件）　

１８２件（目標３１６件）

　（１）　　17年度実施、18年度以降も実施

平成17年  5月14日 平成18年  5月13日

平成17年度

市政改革マニフェストの87項目を受けた区の具体的取組　　　旭区 5



課

題

【具体的取り組み】

　　平成１７年度末目標収納率　８７．６０％
　　平成１８年度末目標収納率　８７．６０％
　　平成１９年度末目標収納率　８８．００％

　　　・ 資格確認リストなどを活用し異動届出勧奨文書等を送付する。
　
7.その他
・区長も参画する収納率向上対策会議を適宜開催する。納付誓約後も滞納が続く等、未納が長期にわたる世帯への督励を重点的に行うなど、目標達成に向け状況
に応じた方策を検討し実施する。
《スケジュール》

　　　・ 所得不明世帯及び減額等可能世帯を抽出し勧奨文書を送付する。

5.連続文書返戻世帯の対策
　　　・ 直近の連続文書返戻世帯に対し、外勤により居住の有無を確認し事故処理とする。

6．資格適正化対策

　　　・ １９年度未接触世帯を抽出し電話及び訪問により督励。
　　　・ 未収状況に応じ短期証の活用を図るなど強固な督励を実施。

3.高額・長期未収世帯対策
　　　・ 短期証・資格証の活用及び滞納原因を把握するとともに、金融機関等への預貯金調査などを実施し納付資力に応じた対応を求める。
　　　・ 財産調査により差押予告文書の送付。

4.適正賦課対策

（2）　国民健康保険料の収入確保に取り組む
1.納付誓約・納付計画不履行世帯の早期対応
　　　・ 未収カードにより不履行世帯を抽出し取消し予告文書を送付する。
　　　・ 取消し予告文書に対して無反応世帯には電話・訪問督励し履行を求める。

2.新規未収世帯及び長期移管世帯対策

マネジメント改革 Ⅰ財務リストラクチャリング

２新手法による投資的経費の追加的圧縮

３特別会計の改革
４公債発行の削減
５戦略的不良債権処理の体制構築

様式②
具体的取組み

大
項
目

１身の丈に合せた経常経費の圧縮
具
体
的
取
組

①未収額圧縮に向けた取組の強化

②効率的で強力な賦課徴収体制の整備と運営

③受益と負担の関係の適正化

④新たな収入源の模索
６歳入確保策

19年度１２月　全面差
替

市政改革マニフェストの87項目を受けた区の具体的取組　　　旭区 6



上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

　

　

　

　 　

　

連続文書返戻世帯の対策
（訪問による居住実態の調査・事故処
理）

資格適正化対策
(国保端末より他保加入と推測される世
帯の早期発見)

納付誓約・分納計画不履行世帯の早期対
応
（取消予告文書の発送及び電話督励）

新規未収及び長期滞納移管世帯への対策
（未接触世帯を重点に電話及び訪問督
励）

高額・長期滞納世帯対策
(短期証・資格証の活用及び滞納原因の把
握、納付資力の調査及び差押予告の送付)

適正賦課対策
(減額・減免可能世帯及び所得不明世帯
への文書による申請勧奨)

１０月 １１月 １２月 １月

平成１９年度　収納対策計画 19年度１２月　全面差
替

市政改革マニフェストの87項目を受けた区の具体的取組　　　旭区 7



課

題

【現状】 【これまでの取り組み】

【何が問題か】 【今後の取組み課題】

様式①
現状と課題

マネジメント改革 Ⅰ財務リストラクチャリング

２新手法による投資的経費の追加的圧縮

３特別会計の改革
４公債発行の削減
５戦略的不良債権処理の体制構築

④新たな収入源の模索

①未収額圧縮に向けた取組の強化

６歳入確保策

厳しい財政状況の中、収入確保の必要性が高まっており広報誌、ホームページ
に広告を掲載する。
○広報紙
　・発行日…毎月15日発行　　・発行回数…年12回
　・発行ページ数…４ページ８回、８ページ４回（内普通紙２回　厚紙２回）
　・発行部数…４７，０００部　（内月新聞折込約39,400件・郵送件数1,600件）
　・広報紙年間予算金額　１７年度　９，５９６，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　（印刷・新聞折込・デザイン・郵送料・消耗品費）
○ホームページ
　・区役所の案内、区内の施設、区の概要、区沿革・歴史、区の情報や区民に便
利なくらしの手続等区民に役立つ情報を色々掲載
　・旭区の広報紙の主要記事をお知らせ・イベント欄で毎月掲載
　・お知らせ・イベント欄のみ区役所で入力、その他はすべて都市工学情報セン
ターに委託。区でデータ作成を行い、都市工学情報センターで入力・削除を行
う。

○広報誌
　・広報紙の郵送依頼が毎月１６００件ほどあり、経費がかかっている。
　　　（封筒代・ラベル代・郵送料・人件費）
　・広報あさひの発行のみで、１７年度年間９,５９６,０００円の予算が必要。
　　（人件費除く）
　・広告掲載の仕組みがない。
○ホームページ
　・旭区ホームページへのアクセス件数が少ない。
　　　（ホームページのアクセス件数表　次ページ）
　・大阪市２４区すべてが都市工学情報センターと特名随意契約をしているが、
　　区の裁量権が弱い。
　　　　（１７年度契約金額６３０，３３６円・ 18年度　582,000円予算要求）
　・広告掲載の仕組みがない。

○広報紙
　・平成８年７月から大阪市政だよりから独立しA４版区広報紙を発行
　・平成１４年７月号からタブロイド版に変更、情報量を増やした。
　・全世帯に広報紙が届くよう啓発に努めている。
　・区民参画・協働の広報紙作りを目指している。
　・区内地下鉄の駅・特定郵便局・民間のスーパーに広報紙の設置依頼をし５大
　　紙を取っていない方や、より多くの方が手にしやすいようにした。
○ホームページ
　・ホームページの情報量を住民のニーズにより順次増やしてきた。
　　・戸籍や住民票関係の申請用紙のダウンロードサービス開始（１４年３月）
　・お知らせ画面でお知らせ・イベントなどのフロー情報を提供（１４年１０月）
　・在住外国人に向けた情報提供として、英語、中国語、韓国・朝鮮語による情
　　報提供を開始（１４年度）
　・トップページを、より見やすく・検索しやすいようにリニューアルした(１６年２月）
　・トップページリニューアル・内容の充実を18年1月公開に向けて作成中

 
④　新たな収入源の模索
　　　（広報紙、ホームページへの広告掲載）

大
項
目

１身の丈に合せた経常経費の圧縮
具
体
的
取
組

②効率的で強力な賦課徴収体制の整備と運営

③受益と負担の関係の適正化

市政改革マニフェストの87項目を受けた区の具体的取組　　　旭区 8



課

題

【具体的取り組み】

《スケジュール》

様式②
具体的取組み

大
項
目

１身の丈に合せた経常経費の圧縮
具
体
的
取
組

①未収額圧縮に向けた取組の強化

②効率的で強力な賦課徴収体制の整備と運営

③受益と負担の関係の適正化

④新たな収入源の模索
６歳入確保策

④　新たな収入源の模索

　（１） 広報紙に広告を掲載し、広告収入を得て歳入確保を図る。
　　・実例として、府政だよりに府住宅供給公社やＮＨＫなど公共性の高い広告を掲載（各紙面の下段）していることから、公序良俗に反しないなど一定の制限の
　　　もとに、本市外郭団体・会社、区内の各種団体や工業会所属の企業、商店会、金融機関、医院等への協賛広告の依頼や行催事の案内などにより収入を確
　　　保する。
　　・区広報紙は全戸配布であり、商業新聞の発行部数を圧倒しており、広告の効果は高く廉価で取り扱える。
　
　
 
　（２）ホームページに広告を掲載して、広告収入を得て歳入確保を図る。
　　・区ホームページに広告を掲載することにより、広告収入を得て歳入の確保を図る。
　　　（ただし、実施については関係先と協議を行い、条件が整い次第する。）

（１）　平成１８年度関係機関と検討、平成19年度から実施。

（２）　区で可能なことは実施していく。

マネジメント改革 Ⅰ財務リストラクチャリング

２新手法による投資的経費の追加的圧縮

３特別会計の改革
４公債発行の削減
５戦略的不良債権処理の体制構築

市政改革マニフェストの87項目を受けた区の具体的取組　　　旭区 9



区ホームページ 各区アクセス件数表

区 順位 順位 順位 順位

1 北　　区 2 4 4 2

2 都 島 区 15 17 21 22

3 福 島 区 24 24 17 24

4 此 花 区 18 16 24 20

5 中 央 区 4 8 8 4

6 西　　区 10 9 9 8

7 港　　区 6 2 2 14

8 大 正 区 14 10 11 5

9 天王寺区 7 11 10 10

10 浪 速 区 17 19 16 21

11 西淀川区 19 18 13 15

12 淀 川 区 5 5 5 6

13 東淀川区 3 3 3 1

14 東 成 区 22 21 20 13

15 生 野 区 13 14 14 12

16 旭　　区 21 22 22 7

17 城 東 区 1 1 1 3

18 鶴 見 区 8 7 7 11

19 阿倍野区 16 13 15 17

20 住之江区 20 20 19 18

21 住 吉 区 9 6 6 9

22 東住吉区 12 15 18 19

23 平 野 区 11 12 12 16

24 西 成 区 23 23 23 23

合　計 5,078,366 7,403,507 8,415,581 11,181,180

151,784 202,014 246,246 337,410

219,114 286,752 315,398 393,299

214,949 261,670 288,753 372,725

226,614 356,771 410,598 506,913

165,841 230,768 284,259 377,767

188,808 274,226 303,229 380,902

232,153 347,240 378,640 498,340

312,646 793,965 731,607 609,813

154,539 207,760 267,268 542,230

207,248 264,048 306,346 480,211

154,479 226,695 279,935 474,400

287,867 393,924 474,352 647,667

255,836 361,892 439,813 546,330

165,907 237,888 312,121 417,850

177,246 232,788 299,492 370,224

234,491 301,751 361,358 506,840

206,696 305,949 344,294 577,297

251,200 435,039 516,157 470,456

223,247 325,734 363,016 518,126

262,385 339,324 365,433 578,426

166,003 250,212 112,168 370,911

121,419 159,673 291,903 243,607

191,011 241,965 270,018 347,359

303,683 365,459 453,177 612,077

全面差替え

１５年度 １６年度 １７年度 １８年度

市政改革マニフェストの87項目を受けた区の具体的取組　　　旭区 10



課

題

【現状】 【これまでの取り組み】

【何が問題か】 【今後の取組み課題】

様式①
現状と課題

大
項
目

１施設の利用率の向上 具
体
的
取
組

①利用者制限の緩和

マネジメント改革 Ⅱ資産の流動化 ２施設の活用の見直し ②一元的な利用案内情報の提供

３土地の有効活用の促進 ③利用率の向上

  区民センターの稼働率アップに向けた取組み
　・　旭区の地域的事情として、人口の減少、高齢者の比率拡大、清水・新森・
　 太子橋などからの交通事情の問題、他に貸館施設が多いことなど、施設の
   立地条件などから利用者が少なく、よって稼働率が低い状況にある。
　・　公的事業や事業への参加率は高く、年金生活者で比較的余裕のある世帯
    の占める割合が多い。
  ・　平成１７年度の利用率が２３．６％である。

  ・　講習会事業の積極的な開催

　・　大ホール・集会室１・３は高い利用率で、小ホール・集会室２がほぼ高い利
   用率となっているが、和室・スタジオ（２室）・調理実習室・アトリエ兼工作室・
　 控室（７室）といった部屋が大ホール等と比較して著しく利用率が低い。

　（１）　区民センター利用率の向上

市政改革マニフェストの87項目を受けた区の具体的取組　　　旭区 11



課

題

【具体的取組み】

《スケジュール》

様式②
具体的取組み

大
項
目

１施設の利用率の向上 具
体
的
取
組

①利用者制限の緩和

（１）　区民センター利用率の向上
　　　　下記の取組みを行うことにより、５０％以上の利用率の向上を目指す。
　①　飲食の規制緩和
　　　　・　小ホールを除き、飲食目的の利用であっても、社会的常識の範囲内での利用については規制を緩和する。

　②　優先使用の範囲拡大
　　　　・　区民センターの持つ地域コミュニティの活性化機能をより一層強化するため、小ホールの優れた施設機能を最大限有効活用し、芸術創造館の舞台公演
　　　　　など、文化・芸術性が高く、営利目的でない場合は、コミ協も後援や協賛する形で優先使用を促進する。

　③　民間業者へタイアップ事業の働きかけ
　　　　・　調理実習室やスタジオ、アトリエ工作室の利用について、コミ協とのタイアップ事業を民間業者（調理専門学校・カルチャー教室など）に働きかけ、使用料
　　　　　や受講料などでの収益アップを図る。

　④　免除団体に対する施設利用の促進
　　　　・　免除団体が大・小ホールを使用する場合は、控室の適切な利用について理解を得て、最大限控室の利用を促進して稼働率をあげる。

　⑤　利用促進のPRの取組み
　　　　・  施設利用のPRをコミ協のホームページである「COMネットあさひ」に掲載する。
　　　　・　地域振興会の町会班回覧や、区民まつりの協賛団体等に利用促進のためのダイレクトメールを実施する。

  ⑥　利用手続きの改正
　　　　・　他区の区民センターの空室情報が窓口や電話で問合せができるようにするとともに、受付終了時刻を午後4時30分から午後9時30分まで延長する。

　　・　平成１８年度より順次実施していく。

マネジメント改革 Ⅱ資産の流動化 ２施設の活用の見直し ②一元的な利用案内情報の提供

３土地の有効活用の促進 ③利用率の向上

１８年９月完了
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課

題

【現状】 【これまでの取り組み】

・平成14年度より庁内情報利用端末を導入。現在台数67台(3.4人に1台)。  ・導入時に所属内研修を実施。
・13年度3名、14年度117名、15年度27名(計147名)受講。

・ソフトウェア研修（中級）を実施。（大阪市）
・紙による所属内連絡・周知、会議室の予約。 ・13年度4名、14年度4名、15年度6名、16年度5名(計19名)受講。

・平成17年3月9日　所属内で情報セキュリティ研修会を実施。
・37名受講。

【予定】（参考）

・平成17年度中(18年1月)全職員に対し個人ID・メールアドレスの付与。

【何が問題か】 【今後の取組み課題】

・台数不足。
・紙の使用量の増。

・所属内共有サイトを開設できていない。

大
項
目

１業務プロセスの改善
２事業の経営形態の見直し
３アウトソーシング（外部資源
の活用）・民間委託の推進
４官民協働（パブリック･プラ
イベート・パートナーシップ＝
ＰＰＰ）の推進
５恒常的評価体制の構築

具
体
的
取
組

様式①
現状と課題

①共通管理業務の集約

②局・区における業務プロセスの改善

マネジメント改革 Ⅴ組織の生産性の向上

・文書作成ソフト、表計算ソフトを活用し業務に利用。ただし十分に活用されてい
るとは言い難い。

・平成17年度(18年3月に44台)･18年度中(35台)に庁内情報利用端末を追加導
入(計79台)。最終台数146台(1.6人に1台)。

・情報化研修の内容が職員のスキルレベルと合致せず、機器および各種アプリ
ケーションソフトを業務の効率化に活かせきれていない。

　　IT化の徹底を行い、ペーパレス化をめざした業務プロセスの改善を行う。

②　区における業務プロセスの改善
　　（IT化の徹底、ペーパレス化を目指した業務改善）

・大阪市全体としてはパソコン研修を実施してきたが、所属としてパソコン操作研
修を実施してこなかった。
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課

題

【具体的取組み】
②　区における業務プロセスの改善
（１）職員のスキルアップ

・所属内研修により職員のIT操作・利用のスキルアップ。
（所属グループウエアの利用方法、庁内メール操作方法の説明会を全職員対象に実施。）
（アンケート実施の上、各自のレベルに応じた文書作成ソフト、表計算ソフトの研修を全職員対象に実施。）

・（仮称）ＩＴリーダーを配置し、リーダーによる全職員へのＩＴ操作の技術指導や各課のＩＴ利用による業務改善などの情報交換を行う。

《スケジュール》

　　　（１）　平成１８年度より順次実施。

１業務プロセスの改善

具
体
的
取
組

①共通管理業務の集約
２事業の経営形態の見直し

19年5月完了

様式②
具体的取組み

大
項
目

マネジメント改革 Ⅴ組織の生産性の向上

３アウトソーシング（外部資源
の活用）・民間委託の推進
４官民協働（パブリック･プラ
イベート・パートナーシップ＝
ＰＰＰ）の推進

②局・区における業務プロセスの改善

５恒常的評価体制の構築

全職員

所属内共有サイト
庁内メール操作
説明会

アンケート

文書作成ソフト
入門

文書作成ソフト
初級

表計算ソフト
入門

表計算ソフト
初級
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課

題

【具体的取組み】

（２）所属グループウエア・電子メールなどの利用による情報の即時共有化、ペーパーレス化
・会議室予約の電子化
・掲示板利用による行事予定等の周知等
・所属内、課内回覧の電子化(ex.新聞記事の切抜き）

〔掲示板のイメージ〕

・電子メール利用による庁内会議・各種連絡事項の周知
・窓口対応用業務別冊子及び庁内データをデータベース化し、所属共用フォルダへ掲載、
　全職員での活用

《スケジュール》
       （２）　平成17年度中に開設し、平成18年度から順次運用していく。

様式②
具体的取組み

大
項
目

１業務プロセスの改善

具
体
的
取
組

①共通管理業務の集約

マネジメント改革 Ⅴ組織の生産性の向上

２事業の経営形態の見直し
３アウトソーシング（外部資源
の活用）・民間委託の推進
４官民協働（パブリック･プラ
イベート・パートナーシップ＝
ＰＰＰ）の推進

②局・区における業務プロセスの改善

５恒常的評価体制の構築

総務課

区民企画室

住民情報課

保険年金課

支援運営課

地域保健福祉
課

旭区役所掲示板

行事
予定表

～の提出
について

総務課掲示板 ～監査に
ついて

区民企画室
掲示板

～の変更
について

住民情報課
掲示板

保険年金課
掲示板

支援運営課
掲示板

地域保健福祉課
掲示板
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課

題

【現状】 【これまでの取り組み】

【何が問題か】 【今後の取組み課題】
・　民間委託化可能な事務について
　　　○証明書発行事務について
　　　　　　　　定形、大量事務の端末操作が主な作業で職員でなくても可能
　　　　　　　　な作業である。
　　　○窓口案内業務について
　　　　　　　　民間のノウハウを活かせる業務である。

（１）　民間委託等の検討･実施

２事業の経営形態の見直し
３アウトソーシング（外部資源
の活用）・民間委託の推進
４官民協働（パブリック･プラ
イベート・パートナーシップ＝
ＰＰＰ）の推進
５恒常的評価体制の構築

様式①
現状と課題

大
項
目

・　税証明発行専用窓口の設置当初は、納税管理係の職員２名がローテーション
で対応していたが、平成１６年４月から、その内１名を再任用職員化した。

・　住民情報課の証明書発行等については、他の戸籍の届出と同じ窓口で受付け
ていることから、証明書等の発行事務で時間を要する場合は、係員を増員して対
応している。
　
・窓口案内員１名を再雇用した。（本市ＯＢ職員）

①事務事業全般にわたる民間委託等
　　の推進

・　民間委託化の可能な事務
　　　○証明書発行の大量、定形事務
　　　　　　　　税務課の納税証明書等の発行事務
　　　　　　　　1名の職員と再任用職員1名が住民情報課のフロアで発行して
         　　　　いる。
　　　　　　　　住民情報課の証明書発行事務
　　　　　　　　住民情報課の窓口で住民票写し、印鑑登録証明書等の発行
  　　○ＯＢ職員による窓口案内業務

マネジメント改革

１業務プロセスの改善

具
体
的
取
組

Ⅴ組織の生産性の向上
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課

題

【具体的取組み】

《スケジュール》

５恒常的評価体制の構築

Ⅴ組織の生産性の向上

２事業の経営形態の見直し
３アウトソーシング（外部資源
の活用）・民間委託の推進
４官民協働（パブリック･プラ
イベート・パートナーシップ＝
ＰＰＰ）の推進

（1）民間委託等の検討･実施

・　税務課及び住民情報課の証明発行窓口業務について、H18.7施行の公共サービス改革法に沿った民間委託を行うことにより、職員の減が可能となる。
・　住民情報課では、証明書発行窓口と届出受付窓口を分けて設置することにより、証明書発行時間が短縮できるなどの効果が見込まれる。

             参考
　　　　　　　　　証明書等発行件数    （平成16年度）　　　　（平成１７年度）　　　　（平成１８年）
　
　　　　　　　　　　　　　税務課　　　　　　　22,673件　　　　　　　　　22,177件　　　　　  22,974件
　　　　　　　　　　　　　住民情報課　　　 101,291件　　　　　　　　112,904件　　　　　105,894件

・　窓口案内の民間委託化
　　サービス業の経験のある民間の派遣職員による窓口業務を行うことにより、経費の削減と、区民サービスの向上を図る。また、区役所職員に対しても
　　接客対応の見本となり職員の意識向上が期待できる。

　（１）　　予算等条件が整い次第実施

様式②
具体的取組み

大
項
目

１業務プロセスの改善

具
体
的
取
組

マネジメント改革
①事務事業全般にわたる民間委託等
　　の推進

１９年４月完了
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課

題

【現状】 【これまでの取り組み】

【何が問題か】 【今後の取組み課題】

様式①
現状と課題

大
項
目

旭区社会福祉協議会とともに「いっしょにつくろう会」の開催、各校下での地域井戸
端会議の開催、アンケート調査の実施、和んで座談会の開催、中学校生徒座談会
の開催等アクションプランの策定に向けて、多くの区民の意見を集約してきた。

①他の法人（大阪府等）との連携

②市政全般への民間企業等との協働の
推進

③市民・地域団体等との健全な協働の
推進(地域福祉アクションプランの推進)

マネジメント改革

１業務プロセスの改善

具
体
的
取
組

Ⅴ組織の生産性の向上

２事業の経営形態の見直し
３アウトソーシング（外部資源
の活用）・民間委託の推進
４官民協働（パブリック･プラ
イベート・パートナーシップ＝
ＰＰＰ）の推進
５恒常的評価体制の構築

平成16年10月に旭区地域福祉アクションプラン策定委員会を立ち上げて以来、
これまで、旭区社会福祉協議会とともに「いっしょにつくろう会」の開催、各校下
での地域井戸端会議の開催、アンケート調査の実施、和んで座談会の開催、中
学校生徒座談会の開催等アクションプランの策定に向けて、多くの区民の意見
を集約してきた。
旭区では65歳以上の高齢者割合が市内第2位であるとともに高齢者の単身世帯
が大幅に増加している他、障害者手帳の所有者も急増するなど地域福祉の向上
が早急に求められている。（次ページ以降　高齢者人口,高齢者世帯数､しょうが
い者数）
今後、地域福祉フォーラムを開催し中間まとめを行うとともに、年度末にかけてア
クションプランの策定を進めていく。
平成18年度以降は、各校下の地域井戸端会議等を定期的に実施するとともに、
具体のアクションプランを実施していく必要がある。

・旭区は市内でも高齢者が多い。65歳以上人口23．24％（市内２位、平成17年4
月1日）
・中でも高齢者単身世帯は増加しており（3740人→4818人）、今後、少子高齢社
会の進展とともにさらに増加するものと予想される。
・高齢者等の孤独死の予防や災害時の安否確認など地域での見守りを支援す
る体制づくりが必要。
・そのためには、地域井戸端会議や各種座談会など地域に根ざした啓発活動や
交流活動を行い、様々な立場の人々が、自らのできることは自らで行うという地
域福祉アクションプランの気運を高めることが重要である。
・また、地域福祉のアクションプランの取り組みは、行政、地域住民等がそれぞれ
の立場から取り組んでいく必要があり、区役所としても全庁的な取り組みが必要
である。

③市民・地域団体等との健全な協働の推進

（１）地域の人々が交流し、助け合う拠点（地域見守り支援センター）の設立支援を
行う。

（２）地域に根ざした啓発活動や交流活動を行い、様々な立場の人々が、自発的に
自らのできることは自らで行うという地域福祉アクションプランの趣旨にそった気運
を高める。
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高齢者人口

昭和５５年
昭和６０年
平成２年
平成７年
平成１２年
平成１７年

人口
114,182
110,147
106,203
102,500
99,231
95,853

６５歳以上人口
12,148
13,440
14,822
16,952
20,047
22,383

７５歳以上
3,949
5,060
6,201
6,876
8,225
10,115

６５歳以上人口比率
10.64%
12.20%
13.96%
16.54%
20.20%
23.35%

備考
国勢調査
国勢調査
国勢調査
国勢調査
国勢調査
17.9.1推計人口
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昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年
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６５歳以上人口

７５歳以上

人口

６５歳以上人口比率

市政改革マニフェストの87項目を受けた区の具体的取組　　　旭区 19



高齢者単身世帯
3,740
4,818

高齢者世帯

備　　　考
国勢調査
国勢調査

６５歳以上を含む世帯

12,734平成７年
平成１２年

一般世帯
43,675
44,426 14,649

高齢者夫婦世帯
2,450
3,160

0
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平成７年
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１５年
療育手帳取得数

492
537
539

しょうがい者

１６年
１７年

身体障害者手帳交付台帳搭載者数
4,139
4,104
4,537
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課

題

【具体的取組み】
　（１）地域の人々が交流し、助け合う拠点（地域見守り支援センター）の設立支援を行う。 （２）地域に根ざした啓発活動や交流活動を行い、地域福祉アクション

支援体制を構築準備し、条件が整い次第、設立支援を行う。 　　　プランの趣旨にそった気運を高める。

○ 地域福祉アクションプラン推進委員会 年間５回
○ 地域井戸端会議（住民懇談会） 年間３回
○ しょうがい者等座談会 年間３回

（地域見守り支援センターイメージ図）
○ アンケート調査 1回

○ たきだしまつり 1回

○ 「お守りカード」の配布 随時

○ 区、区社協のホームページに掲載 随時
○ 区広報に掲載 随時

《スケジュール》
（１）は平成１９年度雇用施策推進基金充当事業により試行実施。
（２）は平成１８年度から実施

様式②
具体的取組み

大
項
目

１業務プロセスの改善

具
体
的
取
組

①他の法人（大阪府等）との連携

②市政全般への民間企業等との協働の
推進

③市民・地域団体等との健全な協働の
推進(地域福祉アクションプランの推進)

５恒常的評価体制の構築

公共施設の空きスペースなどを活用して見守り拠点をつくり、一人暮ら
しの高齢者等見守り支援を必要とする人々に電話等を利用し安否確
認を行う。また、地域住民、ボランティア等の参加も促し、簡単な相談
窓口や世代間交流を促す場とすることも検討する。

災害時に取り残されてしまいがちな子ども、しょうが
い者、高齢者も一緒に、避難場所の体験やたきだし
を行う防災訓練「たきだしまつり」に参加し、近隣の
住民の皆さんと顔見知りになる。また、「たきだしま
つり」を通じ地域の中学生の力を生かす。

一人暮らしの高齢者などが外出先で緊急事態が起
こった時のために、緊急時の連絡先等を記入した｢
お守りカード｣を常に持ち歩くようにし、もしもの時に
備える。

マネジメント改革 Ⅴ組織の生産性の向上

２事業の経営形態の見直し
３アウトソーシング（外部資源
の活用）・民間委託の推進
４官民協働（パブリック･プラ
イベート・パートナーシップ＝
ＰＰＰ）の推進
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課

題

【現状】 【これまでの取り組み】

【何が問題か】 【今後の取組み課題】

様式①
現状と課題

・ 現在、ボランティア・ＮＰＯ活動に対する支援は所管であるコミュニティ協会が行う
こととなっているが、これまではほとんど支援の実績がない。

・ 区としては、これまでボランテイア団体の活動への協力として啓発コーナーを提
供しており、ポスターの掲示並びに活動チラシの掲出などの支援を行ってきた。
・　 しかし、 現在のところ掲示・掲出依頼件数は少なく、ポスターの掲示依頼が２ヶ
月に１件程度、チラシの掲出依頼が１ヶ月に１件程度にとどまっている。

・ ただし、一方で区の大事業の１つである「花しょうぶフェスティバル」では、ここ数
回ＮＰＯ法人の協力を得て共催で実施している。

・ また「広報あさひ」では、あさひのひろばやクローズアップコーナーなどでボラン
ティアの活動内容を紹介している。

③市民・地域団体等との健全な協働の
推進（登録ボランテイア・ＮＰＯに対する
支援強化）５恒常的評価体制の構築

１業務プロセスの改善

具
体
的
取
組

・現在、ボランテイア・ＮＰＯ等の具体の活動内容の把握が困難で、どの団体が
行政と協働できるのか区としての支援の方法が定まっていない。

③市民・地域団体等との健全な協働の推進

　（１） 登録ボランティア、ＮＰＯ法人に対する活動支援の強化

　（２）　メールマガジンの発行（子育て情報）

　
・現在、旭区内のボランティアグループは、旭区ボランティアビューロー（旭区社
会福祉協議会）に登録されている登録ボランティアが３７団体(H17.9.30現在)、Ｎ
ＰＯ法人は２０団体(H17.10.1現在)である。

・過去３年のデータを見ると、登録ボランティア団体の数は大きな変化はないが、
ＮＰＯ法人については飛躍的に増加している。

・登録ボランティア・ＮＰＯ法人活動の情報提供の場を提供している。

・日ごろから旭区社会福祉協議会が中心となり、ボランテイア団体との情報交換
を行っている。

《参考資料》
　○ ＮＰＯ法人・登録ボランティア団体数調べ（旭区）… 次ページ

大
項
目

マネジメント改革

２事業の経営形態の見直し
３アウトソーシング（外部資源
の活用）・民間委託の推進 ②市政全般への民間企業等との協働の

推進４官民協働（パブリック･プラ
イベート・パートナーシップ＝
ＰＰＰ）の推進

Ⅴ組織の生産性の向上

①他の法人（大阪府等）との連携
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15.3.13
現在

16.1.5
現在

17.3.31
現在

最新
17.10.1

15.3.31
現在

16.3.31
現在

17.3.31
現在

最新
17.12.1

1 ３ ９ １６ １４ ２１ ２２ ２５ ２５

2 ３ ７ １０ ９ ２ ２ ２ ２

3 ２ ４ ８ ８ １１ １１ １３ １６

4 ３ ６ ８ ７ ０ ０ ０ ０

5 ２ ４ ６ ６ ０ ０ ０ ０

6 ０ ０ １ １ １ １ １ １

7 １ １ ３ ３ ３ ３ ３ ３

8 １ ２ ４ ４ １ １ １ １

9 ２ ２ ４ ４ ０ ０ ０ ０
10 １ ２ ５ ４ １ １ １ １
11 ４ ８ １２ １２ １１ １２ １５ １７
12 － ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
13 － ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
14 － ０ １ １ ０ ０ ０ ０
15 － ０ ７ ２ ０ ０ ０ ０
16 － ０ ０ ４ ０ ０ ０ ０

６ １４ ２２ ２０ ２８ ３０ ３５ ３８
498 711 1,096 1,172

※ 活動の種類は重複あり

ＮＰＯ法人・登録ボランティア 団体数調べ（旭区）

【活動種類別団体数の推移】

活 動 の 種 類
ＮＰＯ法人 登録ボランティア団体

保健、医療又は福祉の増進を図る活動

社会教育の推進を図る活動

まちづくりの推進を図る活動

学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動

環境の保全を図る活動

災害救援活動

地域安全活動

人権の擁護又は平和の推進を図る活動

国際協力の活動

大阪市２４区の合計団体数

８ ８ ０17
1-16の活動を行う団体の運営又は活動に関する
連絡助言又は援助の活動

１ ４ ０ ０

旭区の合計団体数

０

科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会拡充の支援活動
消費者の保護を図る活動
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課

題

【具体的取組み】

《スケジュール》
　
　　　　　　　　（1）　平成17年度協働の仕方を含めて検討、平成18年度実施

　　　　　　　　（２）　平成１８年度に検討し、平成１９年度実施。

様式②
具体的取組み

大
項
目

③市民・地域団体等との健全な協働の
推進（登録ボランテイア・ＮＰＯに対する
支援強化）

１業務プロセスの改善

具
体
的
取
組

①他の法人（大阪府等）との連携

マネジメント改革

③市民・地域団体等との健全な協働の推進

（1）　 登録ボランティア、ＮＰＯ法人に対する活動支援の強化

　　・ 近年飛躍的に増加しているＮＰＯ法人の活動内容を見ると、１番目に「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」、２番目に「子どもの健全育成を図る活動」、
　　　３番目に「社会教育の推進を図る活動」の順で活動数が多く、登録ボランティアについても同様の傾向が見られる。

　　・ これらボランティア団体の活動は近年特に活発化してきており、この貴重な民間活力を行政施策に生かしていくことがこれからの「まちづくり」には極めて
　　　重要である。

　　・ 旭区社会福祉協議会、旭区コミュニティ協会が中心となって、ＮＰＯ・ボランテイアの活動目的により活動場所や機材の提供を行うなど支援を行う。

　　・行政の行っている事業のうち、ＮＰＯの特性が適切に発揮できるものは、ＮＰＯ等と協働して進めていくこととする。

（２）　　メールマガジンの発行（子育て情報）

　　・　子育て情報を市民・子育て関係団体へダイレクトに発信するメールマガジンの発行に取組む。

５恒常的評価体制の構築

Ⅴ組織の生産性の向上

２事業の経営形態の見直し
３アウトソーシング（外部資源
の活用）・民間委託の推進 ②市政全般への民間企業等との協働の

推進４官民協働（パブリック･プラ
イベート・パートナーシップ＝
ＰＰＰ）の推進
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課

題

【現状】 【これまでの取り組み】

【何が問題か】 【今後の取組み課題】

③市民・地域団体等との健全な協働の
推進（地域主体の自立活動への支援事
業）

 
・ 子ども見守り活動には、地域振興会・ＰＴＡ・民生委員・少年補導員・青少年指
導員など各種団体役員や時間的に余裕のある高齢者が子ども見守り活動を行っ
ているが、必ずしも統一的でなく、取組みの規模も異なり地域の実情が把握でき
ていない。

 ・ 「旭区安全なまちづくり推進協議会（会長は区長、事務局は警察署）」は設置
され、一部ひったくり多発の２校下で夜間巡視が行われているが、全地域に広
がっておらず、協議会活動としての活動は停滞している。

 ・ 最近子どもを狙った事件や犯罪が多発しており、旭区では、「地域の子どもの
安全は、地域ぐるみで守る」と各校下で子どもの安全を守るため、登下校時など
に通学路に立ったり、自転車でパトロールするなど、地域の多くの方々が子ども
の見守り活動を行っている。

大
項
目

マネジメント改革 Ⅴ組織の生産性の向上

様式①

 
・ 地域では「こども１１０番の家」の旗やステッカーの掲示、自転車前かごに「こども１
１０番の車」を取り付け、地域での啓発と抑止活動を行っている。

・ 区役所をはじめ、環境事業局収集車や郵政公社の集配車、自転車に「こども１１
０番の車」を取り付けて公共機関としての協力体制をとっている。

・事務用自動車で下校時に啓発活動を行っている。

③市民・地域団体等との健全な協働の推進
　
　（１） 子ども見守り活動の支援

現状と課題

１業務プロセスの改善

具
体
的
取
組

①他の法人（大阪府等）との連携

②市政全般への民間企業等との協働の
推進

５恒常的評価体制の構築

２事業の経営形態の見直し
３アウトソーシング（外部資源
の活用）・民間委託の推進
４官民協働（パブリック･プラ
イベート・パートナーシップ＝
ＰＰＰ）の推進
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課

題

【具体的取組み】

《スケジュール》

③市民・地域団体等との健全な協働の推進

（１） 子ども見守り活動の支援
　　 子ども見守り活動は地域で自主的に取り組まれているが、区全体としての統一的な取り組みとするため、「旭区安全なまちづくり推進協議会」を中心に、地
      域の子ども見守り活動をサポートしていく立場で、次のとおり支援活動を行う。

　・ 子ども見守り活動用として、全員にロゴ入り「安全キャップ」を支給し、地域全体の一体感と連携を図る。また、夜間巡視用に蛍光色の安全グッズを支給する。

　・ 旭警察署や学校、地域役員からの協力を得て、各校下の通学路の死角場所を検証し、「安全通学路マップ」などを作成して通学路の安全確保に努める。

　・ 「旭区安全なまちづくり推進協議会」に各校下連絡会を設置して、取組み状況や情報交換ができる場を設定して地域の取組み水準をレベルアップする。

具体的取組み

大
項
目

様式②

５恒常的評価体制の構築

１業務プロセスの改善

          (1) 平成１７年度より順次実施。

マネジメント改革 Ⅴ組織の生産性の向上

２事業の経営形態の見直し
３アウトソーシング（外部資源
の活用）・民間委託の推進
４官民協働（パブリック･プラ
イベート・パートナーシップ＝
ＰＰＰ）の推進

③市民・地域団体等との健全な協働の
推進（地域主体の自立活動への支援事
業）

②市政全般への民間企業等との協働の
推進

具
体
的
取
組

①他の法人（大阪府等）との連携
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課

題

【現状】 【これまでの取り組み】

【何が問題か】 【今後の取組み課題】

①局・区経営方針と連動した行政評価

マネジメント改革

３アウトソーシング（外部資源
の活用）・民間委託の推進

②第三者委員会による独立した包括的
評価体制の確立

・　これまで事業の推進計画は､企画推進会議で施策要望の主なテーマを選定
し、原案について検討､協議を行ってきた。

・　施策要望以外で区においては独自の施策を実施する場合、関係部署で原案
が検討､協議され、全体会議で施策として取り組んできた経過はない。

・これまでの企画推進会議では､区長施策要望のテーマの選定､状況報告が中
心であった。

・施策要望の実現やその進捗管理､成果のチェックなどが行われてこなかった。

・また､区民ニーズの把握を行い､長期展望にたった政策方針が存在しなかった
ために当面の施策について検討協議がなされてきた。

・　平成17年度は､企画推進会議において､区長施策要望のテーマについて、提起
され、検討・協議が進められた。

・　その結果、ユニバーサルデザインの取組みが決定された。

・　しかし、その施策要望の取り扱いについての進捗状況は、企画推進会議に諮ら
れていない。

①　戦略計画と連動した行政評価

（１）　区長を議長として、経営戦略会議を設置し、区政改革方針の実施およびそ
の進捗管理を行う。また、区政の意思決定機関と位置付け、区長改革マニフェスト
のチェック体制の基本とする。

様式①
現状と課題

大
項
目

１業務プロセスの改善

具
体
的
取
組

Ⅴ組織の生産性の向上

２事業の経営形態の見直し

４官民協働（パブリック･プラ
イベート・パートナーシップ＝
ＰＰＰ）の推進
５恒常的評価体制の構築
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課

題

【具体的取組み】

《スケジュール》

様式②
具体的取組み

２事業の経営形態の見直し
３アウトソーシング（外部資源
の活用）・民間委託の推進
４官民協働（パブリック･プラ
イベート・パートナーシップ＝
ＰＰＰ）の推進

①　戦略計画と連動した行政評価

（１）　経営戦略会議の設置
　　　　　区長の改革方針の実現を目的とする。
　　　　　区政改革方針の進捗管理、進捗状況の公表
　　　　　区の経営方針の策定
　　　　　　　（市民の声、アンケート等による区民ニーズの把握を行い、区として、今後の取り組むべき課題について具体的な対応策を作成する。）

　　　　経営戦略会議の構成
　　　　　区長を議長として、各課長、庶務担当係長及び庁内公募による係長級を構成メンバーとする。
　　　　　　　　構成は、次の４部会の編成とする。
　　　　　　　　　　・　まちづくり部会
　　　　　　　　　　・　市民協働部会
　　　　　　　　　　・　情報受発信部会
　　　　　　　　　　・  市民サービス部会
　
　　　　　　　　　　　（次ページ　経営戦略会議構成図）

大
項
目

１業務プロセスの改善

具
体
的
取
組

①局・区経営方針と連動した行政評価

マネジメント改革

②第三者委員会による独立した包括的
評価体制の確立

５恒常的評価体制の構築

　　　（1）　については平成17年度に設置

Ⅴ組織の生産性の向上

１８年３月完了
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部会長： 課長級 部会長： 課長級 部会長： 課長級 部会長： 課長級

事務局長： 課長代理級 事務局長： 課長代理級 事務局長： 課長代理級 事務局長： 課長代理級

部員： 係長級 部員： 係長級 部員： 係長級 部員： 係長級

旭区経営戦略会議の構成

（係長級）
（庁内公募）
（係長級）

　　　旭　区　経　営　戦　略　会　議　 議　　　長：指示、方針明示
事務局長：進捗管理、公表
部　　　会：素案作成議　長　：　区　長

委員：各課長（課長代理・課副参事除く）、事務局：庶務係長 内部統制員：各課長（課長代理・課副参事除く）、事務局：庶務係長

事　務　局　長
(総務課長)

事務局次長
（企画調整担当課

長）

まちづくり部会 市民協働部会

（庁内公募）

部　会　長　会　議

（係長級） （係長級）

要 望 等 検 討 委 員 会 内　部　統　制　連　絡　会　議

市民サービス部会

（庁内公募）

委員長：区長、副委員長・要望等管理責任者：総務課長、 内部統制責任者：区長、内部統制総括員：総務課長、

情報受発信部会

（庁内公募）
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課

題

【現状】 【これまでの取り組み】

【何が問題か】 【今後の取組み課題】

・法令遵守が徹底できていない。

・内部的な不適正な事象を職員内部から明らかにする仕組みがない。

・個々の職員が外部から不当な圧力を受ける可能性があるが、組織的な予防策
がとられていない。

様式①
現状と課題

②外部監視制度の構築

③入札制度（電子入札）の改革

①　内部統制システムの確立

・旭区経営戦略会議の中に課長級による委員会を設置する。
・内部統制システムを確立して服務規律や事故防止を徹底する。
・重大な服務規律違反については情報公開を行う｡
・法令遵守にかかる研修を行う｡
・区長と職員との意見交換会を随時設ける。

②　要望等検討委員会を設置

③　行政対象暴力対策連絡協議会旭区役所部会を設置

　

１公正確保の仕組みづくり

２情報公開の徹底

具
体
的
取
組

・当区職員による出産一時金の公金詐取が起こった。

・超勤の不適切な処理など昨年末以降メディアに取り上げら、懲戒戒告、文書訓
告など処分があった｡

・例年総務局人事課から「服務規律確保」の通知が出されている｡

・人事処分の情報公開を定期的に行うことになった｡

・区長による職場巡視

・服務規律の確保の周知徹底

３財務情報の開示

①内部統制システムの確立
大
項
目

コンプライアンス改革 Ⅰ透明性の確保
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課

題

【具体的取組み】

《スケジュール》

　　　　　②③　平成１８年度に設置

様式②

①内部統制システムの確立

２情報公開の徹底

３財務情報の開示 ③入札制度（電子入札）の改革

　　　　　①　 　平成１７年度に設置

①　内部統制システムの確立
・「業務の有効性と効率性の向上」また「業務の透明性と説明責任の向上」を目的として、課長級による連絡会議を設置する。
・内部統制システムを確立して服務規律や事故防止を徹底する。
　　　　　　　　内部統制連絡会議構成図
　　　　　　　　　内部統制責任者　　 所属長（区長）　　　　　　　　　      内部統制員　　　各課長
　　　　　　　　　内部統制総括員　　 人事担当課長（総務課長）　　     事 務 局　　  　　人事担当係長（庶務係長）
　
・内部統制に係る内容を情報公開する｡（組織内部での隠蔽は行わない）
・委員会による法令遵守に係る研修を実施する｡
・職場内の風とうしを良くするため、区長と職員との意見交換会を随時設ける。
　（平成１７年度中に実施､平成１８年度以降も必要に応じて実施。）

②　要望等検討委員会を設置
・職員に対する要望等への対応を協議し、適正な対応を確保するため、委員会を設置する。
                 要望等検討委員会構成図
                 委員長　　　　　 区　　長
                 副委員長　　　　総務課長
                 委　　員　　　　　総務課長を除く課長級職員（(課長代理及び課副参事を除く）

③　行政対象暴力対策連絡協議会旭区役所部会を設置
・地域における行政対象暴力への対策を推進するため、部会を設置する。
 　　　　　　　旭区役所部会構成図
                 部会顧問　　　　旭警察署長
                 部会長　　　　　 旭区長
                 副部会長　　　　旭区役所総務課長・ 旭警察署刑事課長
　　　　　　　　 委   員　　　　 　旭警察署警備課長、刑事課暴力犯係長、警備課警備係長
　　　　　　　　　　同　            旭区行政連絡調整会議メンバー

大
項
目

コンプライアンス改革 Ⅰ透明性の確保

１公正確保の仕組みづくり 具
体
的
取
組

具体的取組み

②外部監視制度の構築

１８年５月完了

１８年９月完了

１８年９月完了
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課

題

【現状】 【これまでの取り組み】

【何が問題か】 【今後の取組み課題】

・情報公開制度の改正や「指針」の作成によって、制度は整備されてきている
が、個人情報の保護の観念を重視しすぎる傾向が強く「原則公開」の運用が、職
員の意識の中でなかなか定着していない。

①　情報公開制度の原則公開運用の定着

②　早めに開示していく行政運営スタイルへの転換

具
体
的
取
組 ③監理団体・関連団体の情報公開に徹底３財務情報の開示

２情報公開の徹底 ②積極的に情報開示していく行政運営スタイルの転換

・平成17年度　情報公開請求件数　6件　　 公開　　      １件
　(17年11月末現在）　　      　　　　　　　　　 部分公開　　3件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           非公開　　   1件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           情報提供　　1件
　平成16年度　情報公開請求件数　6件　　 公開　　　    2件
　　　　　　　　　　　　　　　       　　　            部分公開    2件
　　　　　　　　　　　　　　     　    　　            非公開　  　 1件
　　　　　　　　　　　　       　　　　　　            情報提供 　 2件
・公開制度の改正や「指針」の作成

・平成17年　7月　「情報公開推進のための指針」を、担当者会議で周知、説明。

・平成17年　8月「大阪市の実施機関が保有する情報の提供及び公表の実施に関
する指針」を各課へ周知。

・平成17年　10月「情報公開請求に係る写しの交付を郵送で行う場合の費用徴収
について（通知）」を各課へ周知。

・平成17年11月　「情報公開推進のための指針追加事例集」を各課へ周知。

コンプライアンス改革

１公正確保の仕組みづくり ①情報公開制度の原則公開運用の定着

様式①
現状と課題

大
項
目

Ⅰ透明性の確保
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課

題

【具体的取組み】

《スケジュール》

　①②情報公開制度の原則公開運用の定着及び早期開示していく行政運営スタイルへの転換

　・「ガラス張り」の市政を実現し、市民の市政参加を推し進める観点から、これまでの情報公開の徹底に関する取りくみに加えて、請求を待つまでもなく、市民が必
要とする情報が、わかりやすく確実に伝わる、「積極的な情報開示・市民との情報共有」していく姿勢を職員に徹底させる。
　
　・全職員を対象に研修会を実施。

　・市民が必要とする情報をわかりやすく効果的には発信するため、ホームページの全面リニューアルをはじめ、広報ツールの改善を行う。

　・全職員を対象とした研修会を　平成１８年度中に全職員の１/２実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年度中に全職員の１/２実施

　・ホームページの全面リニューアルをはじめ、広報ツールの改善については、１９年度から着手し２０年度から実施

様式②
具体的取組み

大
項
目

コンプライアンス改革 Ⅰ透明性の確保

１公正確保の仕組みづくり

２情報公開の徹底

①情報公開制度の原則公開運用の定着

②積極的に情報開示していく行政運営スタイルの転換

３財務情報の開示

具
体
的
取
組 ③監理団体・関連団体の情報公開に徹底

２０年２月修正案

１９年１２月完了
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課

題

【現状】 【これまでの取り組み】

・ここ数年、事故は発生していないが、建築・設備面において課題はある。 ・天井の低い部分は、クッション素材を取り付けた。
・老朽化した階段の手摺りを新しくした。

【何が問題か】 【今後の取組み課題】

・天井（１ヶ所）が低く、背の高い人がぶつかる。
・床の仕上げ材が滑りやすいところがある。
・庁舎外のレイアウトが悪く、歩道を自転車で通ったり、駐輪をしたりする。

様式①
現状と課題

①安全管理に関する全庁的な取組み体
制の確立

コンプライアンス改革

１「安全」の確保

２環境への配慮

３個人情報の保護

大
項
目

Ⅱ社会責任の遂行 ②多発する交通事故の削減に向けた対策の導入

③市民利用施設における事故の削減に
向けた対策の導入

具
体
的
取
組

・庁舎外のレイアウトについては、歩道を自転車で通ったり、駐輪をしたりしないよう

（１）安全管理の徹底
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課

題

【具体的取組み】

　・全庁的な安全管理体制と連携する。

　・危険な個所の調査・点検を行い、注意を促すための表示をするなど、事故の防止に向けて取り組む。

《スケジュール》

平成１８年度から実施

（１）安全管理の徹底

コンプライアンス改革 Ⅱ社会責任の遂行

１「安全」の確保

２環境への配慮 ②多発する交通事故の削減に向けた対策の導入

３個人情報の保護
③市民利用施設における事故の削減に
向けた対策の導入

大
項
目

具
体
的
取
組

①安全管理に関する全庁的な取組み体
制の確立

様式②
具体的取組み
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課

題

【現状】 【これまでの取り組み】

【何が問題か】 【今後の取組み課題】

様式①
現状と課題

３個人情報の保護

①大阪市自らが率先した環境保全行動の強化

②環境関連計画の推進

大
項
目

Ⅱ社会責任の遂行コンプライアンス改革

１「安全」の確保

２環境への配慮

具
体
的
取
組

・環境施策については、これまで本市全体として全国でも先駆的な取り組みを実
施してきた。

・当区においても、本市の環境目的・目標に基づき、目標の達成のために取り組
んできた。

・証明書などの個人データ－が多く、両面コピーやミスコピー用紙の裏面再利用
の実施率があがっていない。

・熱源として、都市ガスを利用した冷暖房設備では、エネルギー使用量の削減対
策に苦慮している。

・職員の環境に配慮した行動のより一層の実践が求められている。

・環境施策は区が区民・事業者と一体になって進めていくべきで、とりわけ行政
自身が取り組むべき余地がなお残されている。

・平成１４年１２月ＩSO１４００１の認証を取得
・旭区職場環境管理推進体制の確立
・エネルギー使用量の削減
・コピー用紙使用量の削減
・上水使用量の抑制
・再生可能な紙ごみのリサイクルの促進
・廃棄物量の削減
・事務用品などのグリーン購入の促進
・再生紙のコピー用紙に利用の促進
・印刷物などの再生紙の利用促進
・グリーン配送の促進
・テナントに対する環境目的および目標達成のための協力要請

①旭区役所自らが率先した環境保全行動の強化
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課

題

【具体的取組み】

①旭区自らが率先した環境保全行動の強化

（１）職員全員による積極的な環境活動の取り組み
　　　現在、庁内環境保全行動計画（エコオフィス２１）にそって、環境保全の取り組みを展開している。
　　　今後はそれを継続させる一方で、区長の責任のもとで区独自に取り組む重要事項とその目標を定めて積極的に実施していく。
      

（２）庁舎内食堂等に対する環境目的及び目標達成のための協力要請をする。

（３）区民や事業者など地域（各種団体を含む）に対して、環境保全に対する取り組みを発信していく。
　　　　　　　・各種地域団体等の会議で、大阪市の環境方針等を周知していく。

《スケジュール》

平成１７年度で検討。平成１８年度から実施。

コンプライアンス改革 Ⅱ社会責任の遂行

１「安全」の確保
①大阪市自らが率先した環境保全行動の強化

具体的取組み

２環境への配慮

②環境関連計画の推進
３個人情報の保護

・環境活動の取り組みに関するポスターやビラを作成し、職場にとどまらず家庭などでも環境に配慮した取り組みができるよう、職員の環境に対
する意識を高める。

具
体
的
取
組

大
項
目

・年度当初（人事異動後）に、旭区職場環境管理推進会議を開催し、職場環境管理実行責任者及び職場環境管理推進員の責任と役割を徹底
する。

様式②

エネルギー使用量

上水使用量

廃棄物排出量

リサイクル量

コピー用紙購入量

使用量を年７，４３６，１７５ＭＪ以下に抑える。

使用量を年５，８９４ｍ３以下に抑える。

排出量を年１４．６４ｔ以下に抑える。

リサイクル率を５０％以上にする。

購入量を年１，８８０，５８０枚／Ａ４以下に抑え
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課

題

【現状】 【これまでの取り組み】

【何が問題か】 【今後の取組み課題】

・区が締結する事業の契約書に個人情報に関する特記仕様書を添付。 ・平成１７年４月1日　個人情報保護条例第７条に基づき各課受付けに「事務の目
的の明示」を行う

・平成１７年６月　「各種団体役員名簿の取扱いについて」（市民局）各課へ周知
・個人情報保護法が成立施行され、市民の意識が向上。 ・平成１７年６月　「個人情報保護及び情報セキュリティ対策の徹底について」

　　　　　　　　（総務局）各課へ周知

様式①
現状と課題

大
項
目

Ⅱ社会責任の遂行

①市が保有している個人情報の必要性
の再チェック

コンプライアンス改革

・団体事務局が各種団体役員名簿作成する際に、個人情報の取扱いに関する
断り書きを記載。

・平成１７年５月　「個人情報保護条例解釈・運用の手引き」各課へ配布
・平成１７年６月　全職員を対象に研修を実施

１「安全」の確保

２環境への配慮

３個人情報の保護

②委託先業者が保有する個人情報の保護対策

③大阪市職員自身の個人情報保護

具
体
的
取
組

・平成１７年６月　「委託業務における個人情報の管理状況の総点検等について」
　　　　　　　　（総務局）依頼文書により各課へ照会
・平成１７年７月　上記に対し総務局へ回答
・平成１７年８月　「個人情報を取扱う業務にかかる契約について」（市民局）各課
　　　　　　　　へ周知
・平成１７年９月　委託業者と「個人情報に関する覚書」を締結する（区民企画室）

・大阪市の個人情報漏洩事件の発生により、セキュリティに対して市民が不安を
抱いている可能性がある。

・個人情報を取り扱う職員の意識を更に向上させる必要がある。

・職員の個人情報（内部利用の職員名簿）については、明確な基準が設けられ
ていない。

・平成１７年１１月　連合町会長会議で「個人情報保護に関する取扱いについて」を
配布、説明

①区が保有している個人情報の必要性の再チェック

②委託業者が保有する個人情報の保護対策

③市職員自身の個人情報保護
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